
資料２－１

広島市を取り巻く現状について
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少子化・高齢化の進行、人口減少社会の到来

3

社会経済情勢の変化

⚫ 広島市の人口は戦後一貫して増加していたが、令和２年以降減少に転じている。
⚫ 少子化・高齢化の進行に伴い、令和２年には高齢化率が25％を超過している。
⚫ 合計特殊出生率は全国平均を上回るものの、低下傾向が継続している。
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注）令和２年までは国勢調査
令和７年以降は日本の地域別将来推計人口（令和5年推計（国立社会保障・人口問題研究所）
令和２年までの構成割合は、年齢不詳人口を除いて算出している。

注：合計特殊出生率とは、15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、
一人の女性が一生の間に生む平均子ども数を推計したもの。

出典：人口動態統計、広島市ホームページ

▼合計特殊出生率の推移▼広島市の年齢階層別人口と高齢化率の推移



公共交通の利用者数の推移

4

社会経済情勢の変化

⚫ 公共交通全体の利用者数は、長期的に見ると減少傾向にあり、ピーク時である平成６年度の
８割程度となっている。

⚫ 特に、バスの利用者数の減少が著しく、ピーク時である平成３年度の５割程度となっている。
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▼広島市内の公共交通機関別利用者数の推移

出典：広島市統計書（R５年度まで）
R６年度は各事業者からの提供による

アストラムライン開業 新白島駅開業

減少傾向



主要バス事業者の年間走行距離と営業損益の推移（８社合計）

5社会経済情勢の変化

⚫ 利用者数の減少に伴い、年間走行距離の縮小や営業損益の悪化が生じている。
⚫ 年間走行距離は、平成29年度の約3,200万キロから令和６年度には約2,900万キロとなり約
300万キロ減少した。

⚫ 営業損失は、平成29年度の21億円から令和6年度には36億円まで膨らんでおり、深刻な状況
である。
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▼主要バス事業者の年間走行距離と営業損益の推移（８社合計）
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出典：各事業者からの提供による年間走行距離合計営業損益合計

年間走行距離 営業損益



運転手不足の深刻化
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社会経済情勢の変化

⚫ 大型二種免許の保有者数は年々減少しており、バス運転手の担い手不足が深刻な状況と
なっている。

⚫ 広島県内の大型二種免許保有者数のうち、約５割が65歳以上、約２割が55～64歳であり、
将来的に、さらなる運転手不足が懸念される。
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男 20,680 20,271 19,883 19,447 18,999 18,513 17,999 17,592 17,136 16,659 16,240 15,838

全国合計 1,007,743 986,518 964,383 942,526 919,242 896,127 871,492 847,769 824,732 802,143 782,694 765,936
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▼全国と広島県内の大型二種免許保有者数の推移 ▼広島県内の年齢階層別の大型二種免許保有者数
（令和６年末時点）

出典：警察庁 運転免許統計（令和６年版）

十数年以内に引退予定

出典：警察庁 運転免許統計（令和６年版）
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観光ニーズの回復、より一層高まる外国人観光需要

7

社会経済情勢の変化

⚫ 広島市への入込観光客数は、令和６年に約1,430万人となりコロナ禍前の水準に回復した。
⚫ 外国人観光客数については、令和６年に250万人を超え過去最高を記録した。
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▼広島市への入込観光客数の推移

出典：広島市観光概況（令和７年版）
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社会経済情勢の変化

観光客における公共交通の利用ニーズ

⚫ 広島市までの利用交通機関は、日本人、外国人ともに鉄道が多くを占めており、JR広島駅は
観光の玄関口となっている。

⚫ 広島市内での交通手段はバスや路面電車が多く使われている。
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▼広島市までの利用交通機関
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出典：広島市観光概況（令和７年版）
※広島市来訪観光客アンケート調査

日本人：289人、外国人：N=578人
※バスには路線バス、貸切バス、観光バスを含む。 ※バスには路線バス、貸切バス、観光バスを含む。



目次

１．社会経済情勢の変化

２．国の動向・広島市の取組

３．広島市地域公共交通計画の位置付け

9



国における地域公共交通政策の流れ

10

国の動向・広島市の取組

自治体を中心とする地域が「望ましい交通ネットワーク」を追求

1980年代〜

2000年代〜

高度成長期 交通サービスの安定供給に向け、交通事業者の独占と内部補助

民間活力・競争を通じた効率的・多様な交通サービスの提供
◆1987年：国鉄民営化 ★2002年：バス、タクシーなど需給調整規制の廃止

2013年 交通政策基本法の制定 基本理念、関係者の責務、交通政策基本計画、国・地方公共団体の施策等

2007年 地域交通法の制定 市町村による協議会・地域公共交通計画（マスタープラン）等

2014年 地域交通法の改正 地域公共交通計画と整合性のとれた地域交通を実現するため、国による一定の関与 等

2020年 地域交通法の改正 計画作成を自治体の努力義務 競争から協調へ（※独禁法特例法も制定） 等

2023年 地域交通法の改正 「地域関係者」の「連携と協働」を目的として明確化、「エリア一括協定運行事業」の創設等特定事業を拡充 等

2025年交通政策審議会地域公共交通部会 とりまとめ

２．地方公共団体を支援する外部組織の活用

４．データの利活用

５．法定協議会の運営

６．観光需要を踏まえた相乗効果の発揮

１．共同化・協業化の推進

３．公共ライドシェアの実施主体

とりまとめの内容

「交通空白」の解消に向けた制度的枠組みの構築
～関係者の連携・協働（モビリティ・パートナーシップ）の推進～

広島市長が臨時委員
として議論に参加
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国の動向・広島市の取組

240円均一
運賃エリア

①路線バスと路面電車の均一運賃化
（共同経営による取組）

⑴ わかりやすく使いやすい運賃体系の構築

②路線バスと路面電車の相互利用可能な乗車券
（「広島シティパス」：定期券）

③デジタルフリー乗車券の新設
（「デジタルシティパス」）

事業者や交通モードを問わず、状況に応じた移動
手段を選択しやすくする

事業者や交通モードの枠を超えた自由な移動手段
の選択が可能となるほか、＋１トリップの効果も

路線バスと路面電車の相互利用が可能なデジタルフリー
乗車券を新設

自動車利用からの転換や、観光客等も含めた
デルタ内での回遊促進効果などに期待

大人４4０円、子供２2０円

平日 10:00～16:00

土・日・祝日
6時間有効

※令和７年11月は8時間有効

エリア内の運賃を240円に均一化

国の動向を踏まえた広島市の取組事例



商業施設

文化施設

医療施設

教育施設

公共施設

都心部

都市循環線

都心循環線「エキまちループ」
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国の動向・広島市の取組

広島駅

都心部

⚫ 平成30年５月から都心循環線「エキまちループ」が、令和２年１月から都市循環線「まちのわ
ループ」が複数のバス事業者により共同運行されている。

⚫ 都心や、生活に欠かせない施設を循環しており、来訪者や市民の足として定着しています。

⑵ 中心部エリアへの循環バスの導入 「エキまちループ」 「まちのわループ」

「まちのわループ」

国の動向を踏まえた広島市の取組事例

都心循環線「エキまちループ」

都市循環線「まちのわループ」
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R6.3 市とバス事業者8社

による協定締結

R7.4 事務所を開設し

実質的な稼働開始

・ 目標とするサービス水準の設定

・ 運行等改善計画の承認

・ 取組状況の評価

共同事業への財政支援

法人の運営を支援

公平・中立な第三者機関

・ 収支改善による経営安定化

承認・評価

社会資本整備総合交付金等の国の支援メニューを最大限活用

提案・報告

広島市

運営負担金

・ 事業者間の協調による利用者目線でのサービス向上

バス事業者８社
地域公共交通活性化協議会

（バス事業分科会）

運行サービスの提供

運営負担金

バス事業全体を

下支え

⑶ 乗合バス事業の共同運営システムの構築

国の動向・広島市の取組

国の動向を踏まえた広島市の取組事例

わかりやすく使いやすい交通を実現し、広島の未来に積極的に貢献

戦略３ 需要に応じたｻｰﾋﾞｽを安定的に供給できる
持続可能なﾊﾞｽﾈｯﾄﾜｰｸの構築

・バス停の集約とストレート化、待合
環境整備、案内サインの見直し
・定時性、速達性の向上 など

戦略２ 潜在的あるいは新たな移動需要の掘
り起こしと利用促進

戦略４ 運転手の安定的確保やﾘｿｰｽの共有等によ
る経営の安定化

戦略１ 利用者目線での徹底した利便性向上

・ゾーン運賃やダイナミックプライシン
グ等の新たな運賃制度の導入や乗
継割引の拡充 など

・バス事業者間や他の交通モードとの連
携による全体最適化
・バス事業者間での乗降者数等のデータ
の共有及び継続的な活用

・即戦力人材確保のため、国等と連携した
情報発信やイベント開催
・EVバス車両等の共同利用や、燃料等の
共同調達などによる経営効率化

戦略５ 利用者のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの強化による信頼
関係の構築

・積極的に利用者ニーズを収集し、バ
スサービスの改善に活用
・バス停、車両とのデザイン性向上な
どによるブランディングの強化

戦略６ 将来を見据えた新技術等の導入と災害
時等におけるﾚｼﾞﾘｴﾝﾄなｼｽﾃﾑの構築

・デジタル技術を活用した業務プロセス
の改善
・平時から不測の事態を想定したバス
事業者間の強固な協力体制の確立
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広島市地域公共交通計画の位置付け

広島市地域公共交通計画の上位計画・関連計画の体系図

広島市地域公共交通計画

関連計画
公共交通体系づくりの基本計画

（H27年8月策定）

広島市都市計画
マスタープラン
（H25年8月策定）

広島市総合交通戦略
（R4年3月策定）

広島市基本構想（R2年6月改定）

第６次広島市基本計画（R2年6月策定）

バス活性化基本計画
（H27年8月策定）

第Ⅰ部 目指すべき公共交通体系

第Ⅱ部 公共交通体系を実現するための施策

交通政策基本法
(H25年12月公布即施行)

地域公共交通の活性化及び再生に
関する法律の改正
(R2年6月公布、同年11月施行、
R5年4月公布、同年10月施行)

広島市立地適正化計画
（H31年1月作成）

広島市地域公共交通計画
（R9年3月改定）



広島市総合計画（広島市基本構想／第６次広島市基本計画）
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広島市地域公共交通計画の位置付け
令和２年６月策定
計画期間：令和２年度～令和１２年度

⚫ 広島市は、「国際平和文化都市」の実現に向け、「①世界に輝く平和のまち」、「②国際的に開
かれた活力あるまち」、「③文化が息づき豊かな人間性を育むまち」という３つの柱に沿って、
まちづくりを展開していく。

３つ目の柱

文化が息づき豊かな
人間性を育むまち

多様な市民が生き生きと
暮らせるまちづくり

保健・医療・福祉、子ど
もの育成環境の充実を目
指したまちづくり

安全で安心して生活でき、
豊かな自然を将来に引き
継ぐまちづくり

１つ目の柱

世界に輝く平和のまち

「平和への願い」を世界
中に広げるまちづくり

・

16

国際平和文化都市

基本構想で定める都市像

・

・

・

・

・

２つ目の柱

国際的に開かれた
活力あるまち

活力の創出と都市の個性
の確立を目指したまちづ
くり

地域特性に応じた個性的
な魅力を生かしたまちづ
くり



広島市総合交通戦略
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⚫ 市民の暮らしや経済活動を支える自動車の役割に配慮しつつも、これまでの交通政策につい
て、その基本を事業者間の競争から官民による協調へと舵を切り、全ての地域の移動手段に
公共が一定の責任の下で関与していくこととした上で、「公共交通を軸とした交通体系の構築」
を目指す。

政策展開の方向性

■市域内外からの来訪者を
迎える都心の交通

■住民の暮らしを支え活性化に
資する郊外の交通

〔写真提供：NPO 法人湯来観光地域づくり公社〕

地

域

■ヒトやモノの活発な循環を
生み出す広域の交通

広

域

コアコンセプト

令和４年３月策定
目標年次：令和１２年度

①公共交通を軸とした交通ネットワー
クの構築

③誰もが安全・安心に移動できる交通
サービスの確保

②都心の魅力と回遊性の向上で“＋１ト
リップ”

プラス

④物流・広域交流を支え災害に強い、
強靭な交通ネットワークの構築

広島市地域公共交通計画の位置付け



上３つのネットワークではカ
バーしきれない地域の交
通を担い、住民の生活交
通となるネットワーク

公共交通体系づくりの基本計画

18

平成２７年８月策定
目標年次：令和１２年

基幹公共交通ネットワーク

デルタ内準基幹公共交通ネットワーク

郊外部補完公共交通ネットワーク

地域公共交通ネットワーク

都心と拠点地区、拠点地
区相互を結ぶ大量性・定
時性に優れたサービスを提
供するネットワーク

デルタ内の各エリアから都
心、又は、拠点地区への
アクセスを担うネットワーク

郊外部において、主に基
幹公共交通までのアクセ
スを担うネットワーク

●速達性
●大量性
●定時性

●安定性･
継続性

●柔軟性
（きめ細かなｻｰﾋﾞｽ）

階層性のある公共交通ネットワークのイメージ

⚫ 公共交通を軸とした集約型都市構造の実現に向けて、利便性の高い公共交通ネットワークの
構築や公共交通サービスの充実・強化を目指す。

広島市地域公共交通計画の位置付け



広島市都市計画マスタープラン

19

⚫ 市街地の無秩序な拡大を抑制し、公共交通にアクセスしやすい場所に、居住機能、医療、
福祉等の生活サービス機能などを集積する「集約型都市構造」への転換を目指す。

都心部を含め既に一定の都市
機能が集積している地区を拠点
とし、居住等を誘導する。
各拠点間は、公共交通などで

接続する。

「集約型都市構造」への転換イメージ 本市の将来都市構造図

平成２５年８月策定
目標年次：令和１２年

広島市地域公共交通計画の位置付け



⚫ 広島市都市計画マスタープランとの調和を図りながら、「集約型都市構造」への転換を目指し、
そのアクションプランである「広島市立地適正化計画」において誘導区域などを定め、公共交
通を中心としたコンパクトなまちづくりを推進する。

広島市立地適正化計画

20

平成３１年１月作成
目標年次：令和１２年

立地適正化計画制度のイメージ 広島市立地適正化計画の誘導区域

広島市地域公共交通計画の位置付け


